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その他の情報入手方法につきましては､「上里町
防災ガイド・ハザードマップ｣ の裏面をご覧くだ
さい

防災行政無線

防災情報メール 上里町 LINE公式アカウント

　令和元年10月12日㈯、大型の台風第19号が日本に上陸し、関東甲信越、東北地方を中心に大雨をも
たらしました。町は、避難所9か所を開設し、約830人の方が避難しました。
　あれからおよそ３年が経過しようとしていますが、今後いつ、台風による水害が発生するかわかりま
せん。「上里町防災ガイド・ハザードマップ」に記載されているとおり、防災行政無線だけでなく、日
頃から防災情報メールやテレビ、ラジオ、インターネット等を活用し、災害時に自ら情報を取得する習
慣を身につけましょう。

　町では、町民の生命・身体および財産を脅かす
火災、地震、洪水、防犯などの緊急性のある情報
を、屋外スピーカーから一斉に発信しています。
聞き取りにくい場合は、放送内容を聞き直すこと
ができる「電話応答サービス」もあります。ぜひ
ご利用ください。

　場所や気象状況等により、防災行政無線が聞き
取れず、放送内容をもう一度確認したい方向けに、
あらかじめ登録した携帯電話やパソコンに電子メ
ールでお知らせするメール配信サービスです。ぜ
ひ、ご登録ください。
　上里町防災情報メールを受信したい携帯電話ま
たはパソコンから、
「p-bousaikamisato@m.bmb.jp」へ空メール
を送信し、登録します。

　町の公式LINEでは、イ
ベント情報だけでなく、
災害情報などの緊急情報
を発信しています。
　利用は無料ですので、
①QRコードもしくは②
ID検索から「友達追加」
をお願いします。

　　　　防災情報を取得しよう！ 問合せ…くらし安全課防災安全係
　　【☎35－1226】　　　　防災情報を取得しよう！

令和元年東日本台風時

情報を取得する方法

◀こちらのQRコードからでも
　メールを送れます

①QRコード

②ＩＤ検索
　「＠kamisato」

電話応答サービス

（フリーダイヤル）
0120-415-455

平常時
●忍保パブリック公園の様子

2広報かみさと  2022.9



Living
------------------------

くらし

高齢者無料パスの対象年齢を75歳から70歳へ拡充！

　いつもより少し時間がかかり、少し不便に感じるかもしれません。しかし、交通費全体で見るとマイ
カーよりずっと経済的で、乗る人が増えれば増えるほど環境にやさしい乗り物になります。バス停から
歩いたりする分、カロリーを消費し肥満防止になり、足腰も丈夫になります。
　ぜひ、バスを利用した生活を試してみませんか？

　高齢者無料パスの対象年齢を75歳以上から70歳以上へ引下げました。
　総合政策課（役場３階）窓口で随時申請を受付中です。

◆対象となる方は①と②を満たす方
　①町内に住所を有し、申請する年度の３月31日において70歳以上の方
　②交通安全講習会※を受講する意思のある方（または受講した方）
　※交通安全講習会…年１～２回実施。開催時期等については、広報かみさとで周知するとともに、
　　受講対象者（高齢者無料パスを申請し講習会未受講者）へは個別に通知します。

◆申請に必要なもの…本人確認書類（顔写真付きの身分証明書は１点、顔写真のないものは２点）

問合せ…総合政策課政策調整係【☎35-1238】

『『こむぎっち号』こむぎっち号』
　で出かけよ　で出かけようう！！

上里町コミュニティバス
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　▲上里町防災ガイド
　　ハザードマップ

3 広報かみさと No.640



Living------------------------
くらし

空き家の適正管理を
お願いします

動物の適正な
飼育について

　空き家を放置しておくと、建物の老朽化による屋
根瓦の破損・飛散、草木の繁茂、放火による火災、
害獣・害虫の棲みつきや、不審者が侵入するなど、
さまざまな問題が発生する恐れがあります。空き家
は、所有者または管理者の責任で適正な管理をしな
ければなりません。
　空き家の管理不全により、他人に損害を与えてし
まった場合には、所有者または管理者が賠償責任を
負う可能性があります。このような問題が発生しな
いよう、空き家の適切な管理をお願いします。定期
的に空き家に訪れ、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ
していないかの確認を徹底してください。

　犬や猫などの動物の飼育方法についての苦情が、
多数寄せられています。近隣の方に迷惑をかけない
ようマナーを守って適正に飼育しましょう。

〇人に危害を加えないよう、室内で飼育しましょう。
　室外で飼う場合は、檻などにいれるか、鎖などで
　係留しましょう。

〇動物を飼うと決めたら、一生涯面倒を見ましょう。
　動物にも命があります。飼育できるかどうか、家
　族で相談するなど、よく考えましょう。

〇動物への虐待・必要な食事を与えない・捨てる行
　為は法律により罰せられます。

〇かわいそうだからと野良の動物に餌付けをしては
　いけません。近隣にふん尿を撒き散らかしたり、
　鳴き声をあげたりします。餌やりをした人は飼い
　主だとみなされます。

〇しつけやふんの始末は飼い主がしなければなりま
　せん。散歩に連れていく場合は、シャベルやビニ
　ール袋などを用意して、ふんをしたら持ち帰って
　処分しましょう。

ごみ　　つうしんゼロ

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

不法投棄は「しない」「させない」「許さない」
　ごみの不法投棄の相談が増えています。
　不法投棄とは、廃棄物（いらなくなったもの）を決められた
ルールに従わず、決められた場所以外に捨てることをいいま
す。
　もちろん、空き缶・ペットボトル・タバコの吸い殻・弁当の容
器などの「ポイ捨て」も不法投棄となります。
　不法投棄は、私たちの生活環境の破壊につながる行為とし
て法律で禁止されており、懲役または罰金刑に処されること
があります。
　町では、不法投棄対策として、定期的なパトロールを行い
不法投棄の抑止に努めていますが、町民の皆さんの監視
も重要となりますので、引き続きご協力をお願いいたしま
す。

令和４年７月のごみの量は…
家庭系ごみ（可燃・不燃・有害・粗大）

排出量 ６３７. ４ｔ
【ひとり１日あたり約６７１ｇ】

埼玉県内のひとり１日あたりのごみの
排出量は約544ｇです。（令和２年度）

～減らす・分別・再利用を心がけましょう～

空き家の所有者（管理者）に
心掛けていただきたいこと

・定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行う。
・建物の破損や倒壊の恐れがある場合は、
　早めに修繕、解体などを行う。
・不審者が侵入しないよう必ず施錠をする。
・長期間離れる場合は、ご近所か区長に連絡
　先を伝えておく。
・自分で空き家を管理できない場合は業者に
　依頼する。

問合せ…くらし安全課防災安全係
　　　　【☎35-1226】

問合せ…くらし安全課生活環境係
　　　　【☎35-1226】
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　マイナンバーカードはマイナンバー（個人番号）が記載された顔写真付きのカードです。
　本人確認のための証明書、税の申告、健康保険証としての利用など、様々なサービスをご利用できます。
　交付申請書を使って、ご自宅からでもスマートフォンやパソコン、郵便等で申請ができます。

　マイナンバーカードの申請書の発行、写真撮影、記載方法のご相談を承っています。マイナンバーカ
ードの申請書をお持ちの場合は、来庁時にご持参ください。お持ちでない場合は、再発行手続きのため
本人確認書類（運転免許証等）が必要になります。
　本人確認書類については、町ホームページをご覧いただくか、町民係へお問い合わせください。

受付時間…平日午前9時～正午、午後1時～4時まで
※日曜開庁日については機器メンテナンスのためご利用できません。

　令和４年7月27日㈬から全国8,000店舗の携帯電話ショップにおいて、マイナンバーカードの申請サ
ポートが実施されています。
実施店舗
　全国のNTTドコモ、KDDIおよびソフトバンクの店舗
　（UQスポットおよびワイモバイルショップを含む）
申請サポート期間
　令和４年７月27日㈬~令和５年３月下旬
申請サポート受付方法
　・QRコード付き交付申請書を持参した方への写真撮影等の申請サポートのほか、
　　手ぶらで来店した方に対しても、申請サポートを実施します。（全て無料）
　・土日祝日含め、店舗営業時間内はいつでも受付可能です。
　・携帯契約の有無を問わず誰でも受付可能です。
　・申請されたマイナンバーカードは、後日、住所地市区町村窓口等で交付します。
問合せ…町民福祉課町民係【☎ 35-1224】

● マイナンバーカードの申請をサポートします！

● 携帯ショップでもマイナンバーカードの申請ができます！

マイナンバーカード　をつくってみませんか？マイナンバーカード　をつくってみませんか？

マイナポイントを受け取るには令和4年9月末までにマイナンバーカード申請し、
令和５年２月末までにマイナポイントの申込を行う必要があります。

マイナポイント第2弾の詳細はこちらからご確認ください。
マイナポイント事業ホームページ
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp

問合せ…≪マイナポイントについて≫　総合政策課政策調整係【☎35－1238】
　　　　≪マイナポイントの申込サポートについて≫　町民福祉課町民係【☎35－1224】

最大２０，０００円分のマイナポイントがもらえる！

マイナンバーカードの
新規取得等で
最大5,000円分

健康保険証としての
利用申込みで
7,500円分

公金受取口座の
登録で

7,500円分
＋ ＋
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